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令和７年度瀬戸内４県都市長会事業  

「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２５」出展に係る業務委託事業者公募要領 

 

１ 目的 

本要領は、「「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２５」出展業務委託」を受託する事業者

の選考を行うため、提案の公募等について必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０２５」出展業務委託 

（２）委託者名 

瀬戸内４県都市長会事業実行委員会 

（３）業務内容 

別紙仕様書のとおり 

（４）履行期限 

契約締結の日から令和７年１０月３１日（金）まで 

（５）提案上限額 

３，９９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

また、この金額は見積時の予定価格を示すものではなく、最終的な実施内容、契約

金額については、委託者と調整の上、決定することとする。 

 

３ 参加資格 

  本提案公募の参加に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていることを条件とする。 

（１）本提案公募への参加表明書の提出日から受託者が決定するまでの期間において、高松

市物品等入札参加資格者名簿に登載されていること、又は岡山市競争入札参加資格有資

格者名簿、広島市競争入札参加資格者名簿、松山市競争入札参加有資格者名簿のいずれ

かに登載されていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していな

いこと。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て（同法附則第

３条に規定する申立てを含む。）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に
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よる更生手続開始の申立て（同法附則第２条に規定する申立てを含む。）、又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。 

（４）本手続への参加の希望を表明する書類（以下「参加表明書」という。）の提出の時 

点において、国、都道府県、及び市区町村税の滞納がないこと。 

（５）公告の日から契約締結の日までの期間に、高松市又は岡山市、広島市、松山市の入

札参加資格停止の措置を受けていないこと。 

 

４ 参加表明書等の提出 

 （１）提出書類 

本要領に基づく企画提案書の提出を希望する者は、下記の書類を提出すること。 

   ア 参加表明書（様式第１号） 

     なお、参加表明書を提出後、辞退する場合は辞退届（様式第４号）を、令和７年

４月３０日（水）午後５時までに持参又は郵送により提出すること。 

   イ 会社概要書（様式第２号） 

（２）提出部数 

各１部 

（３）提出方法及び提出期限 

令和７年４月１４日（月）午後５時までに、４（４）に持参又は郵送すること。た

だし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。 

なお、提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び参加表明書若しくは会

社概要書の記載内容に不備がある場合は、企画提案書を提出することができないもの

とする。 

（４）提出場所 

   〒７６０－８５７１ 香川県高松市番町一丁目８番１５号 

    瀬戸内４県都市長会事業実行委員会事務局（高松市観光交流課内） 

担当：今岡 

    ＴＥＬ（０８７）８３９－２４１６ 

ＦＡＸ（０８７）８３９－２４４０ 

電子メール：kankou@city.takamatsu.lg.jp 
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５ 提出等に関する質問 

（１）質問受付期間及び方法 

本要領に基づく企画提案に関する質問がある場合は、質問票（様式第３号）を令和

７年４月１７日（木）午後５時までに、４(４)に持参するか、電子メール、郵送又は

ＦＡＸにより送信すること。 

なお、質問は、企画提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限り受

け付けるものとする。 

（２）回答方法 

   受け付けた質問については、４月２４日（木）を目途に、辞退届提出者を除く参加

表明書提出者に対し、ＦＡＸ又は電子メールでまとめて回答する。 

 （３）次のような質問に対しては回答しないものとする。 

ア 「公募要領」に対する質問者の明らかな誤読 

イ 「公募要領」に対する質問者の個人的な意見 

ウ 質問者の提案しようとする内容についての是非を問うもの 

エ 「公募要領」に対する質問であっても、自ら判断又は調査すべきもの 

オ 本事業に関係しないもの 

カ 電話、口頭等による質問 

キ 受付期間以外のもの 

ク 回答時点で参加表明者でない者による質問 

 

６ 企画提案書の提出 

  辞退届提出者を除く参加表明書提出者は、企画提案書を提出すること。 

（１）記載要件 

表紙には、「令和７年度瀬戸内４県都市長会事業 ツーリズムＥＸＰＯジャパン２

０２５出展に係る業務 企画提案書」と記載するとともに、提案者名（企業名及び代

表者氏名）を記載し、提案者が押印すること。 

ただし、提案者名の記載及び押印は正本のみとし、副本には、提案者名の記載、押

印及びその他提案者が類推できる表現の記載は一切行わないか、該当箇所全てにマス

キングを施すこと。 

仕様書に示す業務内容を満たした上で、企画提案書には、次の各項目の内容につい

て記載し、提案すること。 
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ア 企画提案概要 

 次の項目について、文章、写真、イメージ図等を用いて具体的に記載すること。 

 ・出展ブースの仕様、内容等 

 ・来場者が楽しめるイベントの仕様、内容等 

イ 業務体制・実施計画書 

  業務全体の管理責任者及び業務に当たるスタッフの体制を明確にした資料及び

各業務の実施予定時期を明確にした実施計画書を作成すること。 

ウ 類似事業の実績 

  過去に実施した類似事業実績の内容を簡潔に記載すること。 

エ 見積書 

  様式は自由とする。積算の根拠が分かるよう、具体的な項目や仕様、数量、金額

等を記載した見積書を作成し、記載金額は消費税及び地方消費税も計上すること。

具体的な内容が不明なもの、明らかに経費対象とならないものが含まれる場合は、

再提出を求めることがある。 

また、宛先は「瀬戸内４県都市長会事業実行委員会」とし、消費税及び地方消費

税の課税事業者又は免税事業者の表示をすること。 

（２）提出部数 

正本１部、副本４部 

（３）書式等 

   企画提案書の書式等は、下記のとおりとする。 

・原則として、Ａ４判・縦置き・横書き・左綴じ・両面印刷とすること。 

・両面印刷で２０枚以内（表紙、目次はページ数に含めない）とし、ページ番号を付

けること。 

・記述はできるだけ平易な表現（図表等を含む）とすること。 

・使用する文字サイズは、原則として１２ポイント以上とすること。 

・使用言語、通貨及び単位は、日本語及び日本国通貨を使用すること。 

・記号・略称を使用する場合は、初出の箇所に記号・略称等の説明を記述すること。

審査者が、記号・略称等が意味することを十分に理解できない場合、審査の結果に

影響を及ぼす可能性がある。 

（４）留意事項 

企画提案書の差替及び再提出は、一切認めない。ただし、本実行委員会が差替又は再
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提出の必要性を認める場合はこの限りでない。 

（５）提出方法及び提出期限 

令和７年５月１６日（金）午後５時までに、４（４）に持参又は郵送すること。 

ただし、郵送の場合は、一般書留若しくは簡易書留に限り、かつ、提出期限までに必

着のこと。 

（６）提出場所 

   ４（４）に同じ。 

 

７ 委託先の選定方法及び評価基準等 

提出された企画提案書の内容について評価を行い、最も評価の高い事業者を選定し、委

託先として契約を締結する。なお、審査方法は本実行委員会構成員による、採点方式の書

面審査とする。 

提案書の審査における評価項目及び観点は以下のとおりとする。 

項目 観点 

基本方針 業務目的と合致しているか 

企画内容 

企画条件と合致しているか 

具体性、実現可能性を伴っているか 

プロモーション効果が期待できる企画となっているか 

独自性 事業がより効果的になる提案がなされているか 

業務体制 
業務内容を確実に履行できる体制となっているか 

実施計画書は実現可能なスケジュールとなっているか 

類似事業の実績 類似事業の実績、過去の経験はあるか 

事業経費 適切な事業経費の見積となっているか 

 

８ 事業者の選定及び結果の通知等 

（１）上記７に沿って審査、採点し、最高得点者を提案評価第１位通過者として選定する。

なお、審査は非公開とする。同得点者が２者以上いる場合、本実行委員会で協議し、

評価順位を決定することとする。 

（２）審査において、企画提案書の内容に疑問点がある場合は、電話等により質問を行う。 

（３）提案評価第１位通過者に選定された事業者との契約締結交渉の結果、合意に至らな

かった場合、又は、前記３の要件を満たさなくなったとき、若しくは、不正と認めら
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れる行為が判明した場合は、提案評価第２位以下に選定された事業者と順次交渉を行

う。 

（４）企画提案者が１事業者のみの場合でも、審査において最高総得点の６割以上を獲得

した場合には、受託候補者とする。 

（５）審査結果は、審査後速やかに、全ての企画提案者に、書面により通知する。 

（６）受託者決定後、高松市のホームページ上において、選定結果（事業者名等）を公開

する。 

 

９ 業務委託契約 

（１）委託内容 

詳細については、契約締結交渉の際に仕様書の調整を行い確定する。 

（２）契約方法 

随意契約 

（３）契約の締結 

当該業務に係る委託料は、予算の範囲内で定めた額「３,９９０,０００円（消費税

及び地方消費税を含む。）」を上限とする。 

（４）委託料の支払条件 

    本業務の完了検収後、請求に基づき支払う。 

 

１０ 参加資格者の失格 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 （１）前記３の要件を満たさなくなった者 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）見積書の見積額（税込価格）が前記９（３）の提案上限額を超えている場合 

 

１１ 提案公募の中止等 

本実行委員会がやむを得ない理由等により提案公募を実施することができないと認め

るときは、提案公募の実施を中止又は取り消すことがある。その場合において、企画提案

への参加者が損害を受けることがあっても、本実行委員会はその責を負わない。 
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１２ 適正な労働条件の確保 

業務の遂行に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守し、適

正な労働条件の確保に努めること。 

 

１３ 留意事項 

（１）参加表明書及び提出物の制作・提出に要する費用は、参加者の負担とする。 

（２）参加表明書及び提出物に虚偽の記載を行った場合は、当該表明及び提案を無効とす 

る。 

 （３）参加表明書及び提出物は返却しない。 

（４）提出された参加表明書及び提出物は、委託先の選定以外に無断で使用しないものと

する。 

（５）提出物のうち、受託者として選定されたものは、選定後一定の間、評価結果ととも

に公開することがある。なお、選定されなかった企画提案書についても公開すること

がある。非公開を求める場合はその旨を企画提案書に記載すること。この場合、企画

提案書は公開しないが、「非公開を希望した旨」を公開する。ただし、公正性、透明

性、客観性を期する必要がある場合は、この限りではない。 

（６）企画提案書作成のために本実行委員会から受領した資料は、了解なく公表・使用す

ることはできない。 

（７）仕様書については、内容を逸脱しない範囲で、事業実施までに、特定された企画提

案書に応じた仕様書へと変更することがある。 


